
別冊４

専門委員等の改選のあった審議会等に係る女性割合の変化や目標達成に

向けた取組等（2025.9.30）



府省庁 審議会等 総数(人) 女性(人)
女性の
割合(%)

2024年9月
30日時点
女性の割合

(%)

改選に
おける
変化等

女性委員比率を高めるため
に行った取組

女性委員比率が下がった
要因

内閣府

宇宙政策委員会 44 17 38.6 36.2 ↑

他の委員等から関連分野に
おける女性の学識経験者に
ついて情報収集を行い、検
討を実施

―

休眠預金等活用
審議会

7 4 57.1 42.9 ↑

・女性委員の割合が４割以
上を維持するため、前回の
女性専門委員には引き続き
留任していただくよう依頼
するとともに、退任される
専門委員の後任等に女性を
選任することで、女性専門
委員比率を高めた。

―



障害者政策委員会 3 1 33.3 66.7 ↓

引き続き、改選に当たって
は、人選の段階から積極的
な女性委員の任命を検討し
ている。

委員と専門委員は同等に
議論に参画しており、委
員及び専門委員を合計し
た人数に占める女性の割
合は45.5%であり対前年
比で上昇している。な
お、専門委員の任命総数
は3名であり、審議会に
占める女性の割合を40％
以上60％以下とすること
は困難。

消費者委員会 15 8 53.3 55.0 ↓

委員の選考の際、女性の積
極的登用に配慮するように
している。

委員の任期満了による改
選に際し、専門調査会の
調査分野に知見のある女
性候補が少なく、全体と
して女性委員の比率が下
がったものであるが、
40％以上となるよう選定
を行っている。



沖縄振興審議会 7 3 42.9
前回調査時
委員未発令

ー

新たに専門委員を任命する
にあたり、第5次男女共同参
画基本計画において掲げら
れている審議会等委員に占
める女性割合の目標に則
り、女性委員比率40％以上
になるよう候補者選定等
行った。

―

規制改革推進会議 39 16 41 44.4 ↓

専門委員については、規制
改革推進会議令に基づき、
当該専門の事項に関し学識
経験のある者を任命するこ
ととされているが、「重要
政策に関する会議、審議会
等及び特別の機関等の委員
等の任命並びに懇談会等行
政運営上の会合における参
集者の選考等に係る手続及
び基準について」に基づ
き、女性委員の割合が40％
以上となるようにしてい
る。

女性の専門委員の退任に
伴い、同数の女性委員を
任命しているが、
新たに男性の専門委員を
その専門性に鑑みて追加
で任命した結果、全体の
人数が増加したことによ
り、女性委員の比率が若
干低下したため。



金融庁

金融審議会 57 22 38.6 47.9 ↓

委員の任命に当たり、必要
となる知識・知見を有する
ことを前提としつつ、女性
比率に配慮した登用に努め
た。

金融審議会の下で開催す
る各ワーキング・グルー
プ（WG）への参加を目
的に専門委員を任命して
おり、総会委員と専門委
員を合わせた各WGの女
性委員の比率は40％に達
しているが、追加任命し
た専門委員に男性が多
かったため。

企業会計審議会 22 9 40.9 40.6 ↑ 特になし ―

自動車損害賠償責任
保険審議会

6 3 50 33.3 ↑

関係省庁に後任候補につい
て女性候補者の推薦を依頼
した。 ―



消費者庁

食品衛生基準審議会 45 20 44.4 41.3 ↑

改選に際しては、第５次男
女共同参画基本計画の趣旨
を踏まえ、食品衛生に関す
る知見を有する女性専門委
員の選定に配慮した。

―

消費者安全調査
委員会

55 22 40 40.3 ↓

女性比率を考慮し、候補者
の中から女性を積極的に登
用するよう努めた。 ―

こども
家庭庁

こども家庭審議会 303 166 54.8 53.2 ↑

・各部会・分科会、専門委
員会を所管する各部局に対
して、女性比率を40％以上
60％未満となるよう周知を
行った。
・団体推薦の場合、団体に
対してできるだけ女性を推
薦していただくよう依頼し
た。

―

総務省

独立行政法人
評価制度委員会

7 3 42.9 42.9 →

女性人材データベースの活
用等を通じ、専門委員等に
適切な人選を検討してい
る。

―



政策評価審議会 6 3 50 14.3 ↑

審議会の調査・審議事項の
内容を踏まえて広く人選に
努めた結果、女性の専門委
員の登用につながった。

―

統計委員会 27 9 33.3 33.3 →

人選に当たり、学会や産業
界等から若手の女性有識者
の情報を得た。

－

地方財政審議会 47 12 25.5 23.3 ↑ 特になし ―

情報通信審議会 214 92 43 41.5 ↑

第５次男女共同参画基本計
画(R２.12.25閣議決定)を関
係各課に周知するなどの働
きかけを行ったほか、学会
や経済界等と連携して情報
を得るなどの取り組みを
行った。

―



総務省
国立研究開発法人

審議会
15 7 46.7 31.3 ↑

情報通信分野又は宇宙航空
分野に関する学識経験者の
人選について、産学官の横
のつながりから候補者情報
を得るなどして、女性候補
者を確保できるよう努め
た。		

情報通信行政
・郵政行政審議会

18 8 44.4 46.2 ↓

女性比率40％以上となるよ
うに人選を行う中で、審議
会の運営状況を踏まえ、選
考時に能力のある女性を採
用したもの。

法務省

法制審議会 69 25 36.2 42.2 ↓

可能な限り女性の委員を選
任する等の対応を講じた。

部会の新規設置及び解散

財政制度等審議会 59 25 42.4 41.3 ↑ 特になし ―

財務省



関税・外国為替等
審議会

14 7 50.0 41.3 ↑

審議会の趣旨に鑑み適当な
委員の選出を行ったとこ
ろ、女性比率が上がったた
め、女性比率を高めるため
に行った取り組みは特段な
い。

―

中央教育審議会 520 234 45 36.7 ↑

各担当課において審議会委
員等の候補選定を行う際に
は、第５次男女共同参画基
本計画に基づいて、専門委
員等（臨時委員・特別委
員・専門委員）いずれの区
分においても政府目標を厳
守するよう、目標値を意識
した人選について、とりま
とめ課より周知している。

一部の部会や審議会にお
いて、特定の専門分野や
産業の業種における女性
割合が低いという就業構
造の影響から高い女性比
率を求めることが困難
だったため。

教科用図書検定
調査審議会

219 92 42 40.5 ↑

委員の選考の際、女性の積
極的登用に配慮するように
している。 ―

文部科学省



大学設置・
学校法人審議会

363 168 46.3 47.5 ↓

委員会の特性によって異な
るものの、女性比率の高い
学問分野に係る委員会を中
心に、可能な限り女性委員
の登用に努め、比率が下が
らないよう心がけた。

推薦された委員に男性が
多かったため。

スポーツ審議会 34 17 50
前回調査時
委員未発令

ー

女性割合40％以上になるよ
うに意識して選定した。

―

文化審議会 314 137 43.6 42.5 ↑

・改選は調査審議案件に適
した各委員の専門性などを
踏まえて行うが、委員の選
定に当たっては女性委員比
率も考慮している。
・閣議決定（令和2年12月
25日「第5次男女共同参画
基本計画」）による女性比
率を40％以上とすることと
いう目標は既に達成してお
り、その比率を下げないよ
う努めている。

―



科学技術
・学術審議会

486 178 36.6 33.8 ↑ 特になし ―

原子力損害賠償紛争
審査会

197 29 14.7 14.9 ↓ 特になし ―

文部科学省国立研究
開発法人審議会

52 22 42.3 36.5 ↑ 特になし ―



厚生労働省

社会保障審議会 336 117 34.8 34.6 ↑

・政府方針等について、機
会を捉えて説明し、理解を
得られるように努めるとと
もに、該当分野の女性専門
家がいないかよくリサーチ
を行い、委員を推薦してい
ただく各団体に対して、女
性登用のご協力をお願いし
た。
・多数の委員改選におい
て、推薦元学会が次期委員
人選が十二分に検討できる
よう年度当初に改選を予告
し、女性割合向上の政府取
組を説明し、女性推薦を強
く呼びかけた結果、従来男
性委員が務めていたポスト
に女性委員を充てることが
できた。
・新たな委員の任命にあた
り、専門分野における有識
者から女性を優先的に登用
した。

女性専門委員等が改選等
で減少もしくは割合が減
少した主な理由は、
・利用者団体及び地方自
治体代表からの推薦によ
る選任委員であるとこ
ろ、上記取組を行った
が、適任者がいなかった
ため、
・女性委員本人の意思に
よる任期満了に伴う退任
後、後任委員が任命され
ていないためである。



厚生科学審議会 351 132 37.6 34.7 ↑

厚生科学審議会の専門委員
等の改選時に、委員が退任
される場合には、後任とし
て女性の候補者を探したほ
か、退任される委員本人に
対しても、可能な限り女性
委員を推薦していただくよ
う依頼した。

―



労働政策審議会 259 113 43.6 38.5 ↑

女性委員の参画拡大に向け
て、関係団体へ政府方針を
伝え、協力を依頼してい
る。

―



医道審議会 264 99 37.5 31 ↑

関係団体へ政府方針を伝
え、積極的に女性の委員候
補者を推薦していただくよ
う求めるとともに、現在女
性委員を選出している関係
団体へは、引き続き女性委
員を推薦していただくよう
を求めた。

―

薬事審議会 330 118 35.8 35.2 ↑

各部会の担当課室に対し、
改選及び委員の退任がある
時ごとに、後任として委員
を選任する際には女性委員
を選任するようその都度依
頼した。

―

循環器病対策推進
協議会

3 1 33.3 0 ↑

委員２名(男性１名、女性１
名)について任期満了してい
たところではあるが、議論
の継続性から再任手続きを
行ったため、取組は行わな
かった。

—



中央社会保険医療
協議会

10 4 40 30 ↑

関係団体へ政府方針を伝
え、積極的に女性の委員候
補者を推薦していただくよ
う求めるとともに、現在女
性の委員を選出している関
係団体へは、引き続き女性
委員を推薦していただくよ
う対応を求めた。

—



厚生労働省国立研究
開発法人審議会

4 2 50 66.7 ↓

委員の追加任命に当たり、
必要となる知識・知見を有
することを前提としつつ
も、女性比率に配慮した登
用に努めた。また、専門性
に留意しつつ、女性を充て
ることができるように取り
組んだ。

前回調査時において、女
性委員の比率が60%を超
過しており、今回の調査
期間においては、男性臨
時委員1名を追加任命す
ることとなったため。

疾病・障害認定
審査会

62 20 32.3 29.2 ↑

改選の際に辞任される委員
に対して、可能な限り女性
有識者の後任をご紹介いた
だけるようにお願いをし
た。 ―



農林水産省

農業資材審議会 57 25 43.9 42.6 ↑

特になし

―

食料・農業・農村政
策審議会

171 72 42.1 40 ↑

改選に向けて、関係者への
聞き取り等による女性候補
者の発掘。 ―

獣医事審議会 77 32 41.6 35.9 ↑
適切な学識経験等がある場
合は、積極的に女性に委員
を依頼した。

―

日本農林規格調査会 14 6 42.9 46.7 ↓

特になし
対象委員がご逝去された
ため。

水産政策審議会 27 11 40.7 46.7 ↓
特になし



経済産業省

日本産業標準調査会 209 82 39.2 40.2 ↓

委員の任期満了に際し、男
性から女性への交代や女性
の継続などに取り組み、審
議事項の利害関係者となる
企業や工業会等に理解と協
力を求め、委員候補となり
得る女性の照会に努めた。
10月1日時点では同日付け
で女性を5名新任し、女性比
率40％を達成している。

所属先での人事異動によ
る辞任や男性委員への交
代等があり、
9月末時点では女性比率
が40％を下回ってしまっ
た。

計量行政審議会 31 12 38.7 50 ↓

改選等に当たっては、計量
関係者に女性の有識者を御
紹介いただくなど、女性比
率を高めるよう心掛けてい
る。

女性臨時委員１名につい
て、近く再任手続き予定
であるが、調査時点で任
期が切れていたことから
女性専門委員等比率が低
下した。

電力・ガス取引監視
等委員会

23 10 43.5 38.5 ↑
特になし

―

化学物質審議会 14 5 35.7 33.3 ↑

前回調査以降、任期満了と
なった女性委員を再任しつ
つ、臨時委員、専門委員の
体制の見直しを行った。

―



経済産業省国立研究
開発法人審議会

16 10 62.5 61.5 ↑ 特になし ―

中小企業政策審議会 32 14 43.8 36.2 ↑

女性比率目標を周知し、関
係課室に女性専門委員の比
率引き上げに関して協力す
るよう呼びかけを行った。
計画的に目標を達成できる
よう、関係課室所管の審議
会組織の委員構成について
は、事前に協議をしても
らっている。

―

工業所有権審議会 24 10 41.7 40 ↑

弁理士や弁護士といった実
務家等へ一層のアプローチ
を行い、女性の委員候補を
広範に検討した。

―



総合資源エネルギー
調査会

159 66 41.5 35.4 ↑

関係課に、女性専門委員等
の比率の引き上げに関し積
極的に周知するなどの働き
かけを行った。

―

産業構造審議会 506 214 42.2 41.1 ↑

関係課に、女性専門委員等
の比率の引き上げに関し積
極的に周知するなどの働き
かけを行い、4割以上を維持
した。

―

国土審議会 187 62 33.2 33.3 ↓

・改選、追加任命のタイミ
ングにおいて、女性有識者
の積極的な登用。

国土交通省



社会資本整備審議会 327 108 33 35.2 ↓

特になし 候補者として検討する研
究分野の拡大、若手委員
の登用など積極的におこ
なったところ、
結果的に女性比率が下
がってしまった。

交通政策審議会 184 61 33.2 33.5 ↓

特になし

―

中央建設工事紛争
審査会

165 61 37 32.3 ↑
特別委員の交代時に女性委
員を登用出来るよう努力し
た。

―

中央建設業審議会 17 7 41.2 40.9 ↑
女性比率４０％以上の維持
に向けて、女性委員候補者
の探索に尽力した。

―



小笠原諸島振興開発
審議会

1 0 0 ー ー

任期を終えた職務推薦の委
員（男性）を振興開発に関
する議論の継続性等を鑑
み、臨時委員として任命し
た。そのため、女性委員比
率が０％となっている。

―

国土交通省
国立研究開発法人

審議会
1 1 100 50 ↑

当該分野で活躍する女性有
識者について情報収集に努
めるなど、女性委員の比率
向上に取り組んだ。

―

中央環境審議会 389 163 41.9 33.4 ↑

日頃から女性委員の候補と
なり得る方について情報収
集等に努め、具体の人選に
反映させた。

―

公害健康被害補償
不服審査会

8 4 50 50 →

特になし

―

原子炉安全専門
審査会

12 1 8.3 8.3 →

女性比率を向上できるよ
う、適任者の調査を行っ
た。 ―

環境省



核燃料安全専門
審査会

12 1 8.3 8.3 →

女性比率を向上できるよ
う、適任者の調査を行っ
た。

―

放射線審議会 12 1 8.3 20 ↓

宇宙放射線に対する放射線
防護及び被ばくの実効線量
に関する分野は女性が少な
く女性候補者の選定が難し
いものの、比較的女性の多
い分野については、専門委
員の新任の際に、女性委員
を積極的に登用するよう検
討した。

宇宙放射線に対する放射
線防護及び被ばくの実効
線量に係る専門的な学識
経験を有する女性有識者
が少なく、候補者の選定
が難しかったため。
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